
スマートフォン・パソコンで自宅から
確定申告を作成・送信できます。

確定申告は、
自宅からe-Taxで送信！

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
人

納
付
額
通
知
書

納
付
書
で
納
め
て
い
る
人

令
和
７
年
中
の
領
収
印
の
あ
る
領

収
証
書
ま
た
は
納
付
額
通
知
書

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人

公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
ま
た
は

納
付
額
通
知
書

※
納
付
額
通
知
書
は
１
月
16
日
㈮
に
郵
送
済

国
民
年
金
保
険
料

令
和
７
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
控
除
証
明
書
（
令
和
７
年
10
月
24
日

〜
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
）

※
初
め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
日
が
昨

年
10
月
1
日
以
降
の
人
は
、
令
和
８

年
２
月
上
旬
に
郵
送

固
定
資
産
税
（
不
動
産
収
入
が
あ
る
人
）

　
令
和
７
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
課
税
資
産
明
細
書

領
収
証
書
な
ど
を
紛
失
し
た
人
へ

　
領
収
証
書
や
課
税
資
産
明
細
書
を
紛
失

し
た
と
き
は
、
納
付
額
通
知
書
な
ど
を
市

役
所
で
交
付
し
ま
す
（
国
民
年
金
保
険
料

を
除
く
）。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
市
県
民
税
と
申
告

市
税
課
市
民
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
８

◇
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
額

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
３
２

◇
固
定
資
産
税

市
税
課
固
定
資
産
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
９

◇
国
民
年
金
保
険
料

日
本
年
金
機
構

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

南
福
岡
年
金
事
務
所

☎（
５
５
２
）６
１
１
２

作成コーナー作成コーナー 検索検索

1
月
1
日
現
在
、
市
内
に
居
住
し
次
の

条
件
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
市
役
所
で
も

申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
対
象
者
　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◇
70
歳
以
上
（
令
和
８
年
１
月
１
日

現
在
）

◇
所
得
が
次
の
い
ず
れ
か

①
給
与
収
入
の
み

②
雑
所
得
の
み
（
公
的
年
金
等
、

業
務
、
そ
の
他
）

③
①
と
②
両
方
の
人

※
70
歳
以
上
で
あ
っ
て
も
、
次
の
よ
う
な

所
得
が
あ
る
人
は
、
市
役
所
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

◇
保
険
契
約
の
満
期
や
解
約
に
伴
う

一
時
所
得

◇
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
や
譲
渡

所
得

◇
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

●
期
間
　
２
月
16
日
㈪
〜
26
日
㈭
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時
半

●
会
場
　
市
役
所
新
館
３
階
　
３
２
２
会

議
室

　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
確

定
申
告
は
不
要
で
す
。

◇
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０

０
万
円
以
下

◇
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

確
定
申
告
・
税
の
申
告
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　来庁の際は、できる限り公共交通
機関を利用してください。
　（仮称）防災危機管理センター建
設工事のため、市役所駐車場の利用
台数が大幅に制限されています。

利用利用

税
の
申
告
に
利
用
で
き
る
証
明

市
役
所
で
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

年
金
申
告
不
要
制
度
に
つ
い
て

物
価
高
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
子

育
て
世
帯
を
力
強
く
支
援
す
る
た
め
、「
物

価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
と
し
て
国

が
示
す
２
万
円
に
加
え
、「
重
点
支
援
地

方
交
付
金
」
を
活
用
し
て
、
大
野
城
市
独

自
に
７
千
円
を
上
乗
せ
し
、
対
象
児
童
１

人
当
た
り
２
万
７
千
円
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て

は
ま
る
人

①
令
和
７
年
９
月
分
（
９
月
中
に
出
生

し
た
児
童
に
つ
い
て
は
、
同
年
10
月

分
）
の
児
童
手
当
を
大
野
城
市
か
ら

受
給
し
て
い
る
人

②
公
務
員
の
人
で
、
令
和
７
年
９
月
分

（
９
月
中
に
出
生
し
た
児
童
に
つ
い

て
は
、
同
年
10
月
分
）
の
児
童
手
当

を
勤
務
先
か
ら
受
給
し
て
い
る
人

③
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し
た
児
童

（
以
下
、「
新
生
児
」）
分
の
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
る
人

④
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
に
、
離
婚
な
ど
に
よ

り
、
新
た
に
児
童
手
当
の
受
給
者
と

な
っ
た
人
（
条
件
あ
り
）

⑤
申
請
遅
れ
に
よ
り
令
和
７
年
９
月
分

の
児
童
手
当
は
受
給
し
て
い
な
い

が
、
９
月
30
日
時
点
で
高
校
生
年
代

以
下
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

●
支
給
額
児
童
１
人
当
た
り
２
万
７
千
円

●
申
請
方
法

◇
申
請
が
不
要
な
人…

①

※
大
野
城
市
が
把
握
し
て
い
る
児
童
手

当
支
給
口
座
に
支
給
し
ま
す
。

◇
申
請
が
必
要
な
人…

②
③
④
⑤

②
の
人
勤
務
先
か
ら
証
明
印
付
の

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
を
支
給
し
ま
す

申
請
書
を
受
け
取
り
、
証
明
欄
を
画

像
添
付
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請
、

ま
た
は
、
申
請
書
を
郵
送
あ
る
い
は

直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
で

提
出
す
る
場
合
は
、
振
込
口
座
確
認

書
類
の
写
し
（
通
帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
な
ど
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
別
途
書
類
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

③
④
⑤
の
人
　
市
が
把
握
し
て
い
る

対
象
者
（
令
和
７
年
９
月
以
降
に
児

童
手
当
を
申
請
し
て
お
り
、
受
給
し

て
い
る
人
）
に
は
、
市
か
ら
個
別
に

申
請
の
案
内
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

※
令
和
６
年
10
月
の
児
童
手
当
法
改
正

後
、ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
人
は
、

至
急
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
現
在

児
童
手
当
を
大
野
城
市
か
ら
支
給
し

て
い
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
市
が
対

象
者
を
把
握
で
き
な
い
た
め
、
こ
の

応
援
手
当
の
案
内
通
知
も
送
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
請
受
付
開
始
　
２
月
２
日
㈪

●
申
請
期
限
　
６
月
30
日
㈫

児童手当
ホームページ

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
６
２※配偶者などからの暴力などにより、児童を連れて大野城市に避難している人は、大野城市から受給できるかどうかを至急、問い合わせてください。

令和７年９月分
（９月生まれの児
童は10月分）の
児童手当受給者

令和７年10月分
以降、新たに児
童手当の受給者
になった人

令和８年２月以降
※申請後、審査が完
了したら順次支給

２月10日㈫不要

必要
③新生児分

②公務員

①公務員以外

⑤令和６年10月法改正後の申請遅れにより、児童手
当が支給されていなかった人

④離婚（離婚協議中含む）等により、受給者変更した人

支給対象者 申請 支給日

応援手当
オンライン
申請フォーム
（②公務員のみ）
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